
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

東京たま広域資源循環組合 

 

 

女性職員の活躍の推進に関する 

特定事業主行動計画 



 

 

東京たま広域資源循環組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

平成 28 年３月 31 日   

東京たま広域資源循環組合   

管 理 者   

 

 東京たま広域資源循環組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

27年法律第 64号。以下「法」という。）第 15条に基づき、東京たま広域資源循環組合管

理者が策定する特定事業主行動計画である。 

 

 

１．計画期間  

  本計画の期間は、平成 28年４月１日から平成 33年３月 31日までの５年間とする。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

  法第 15条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事

業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号。以下「内閣府令」

という。）第２条に基づき、総務課において、それぞれの女性職員の職業生活における活

躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結

果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

 

 

 

 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期  

 ２．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

 

平成 32年度までに、職員の年次休暇の平均取得率を、平成 26年度実

績の 18.7％より 6.3ポイント以上引き上げ、25％以上にする。 

平成 28年度より、年次休暇の取得日数が少ない職員に対し、本計画の

趣旨を説明の上、年次休暇の取得を促す。 


